
船舶インシデント調査報告書 

平成２９年３月１６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（絡網） 

発生日時 平成２８年１０月１８日 ０６時０５分ごろ 

発生場所 青森県八戸市八戸港北東方沖 

 鮫角灯台から真方位０５１°２１.３海里付近 

 （概位 北緯４０°４５.８′ 東経１４１°５６.４′） 

インシデントの概要  漁船第八福重
ふくじゅう

丸は、揚網作業中、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成２８年１１月１５日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第八福重丸、７５トン 

 １２３１８７、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波向 南、波高 約１.５ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

 インシデントの経過 本船は、船長ほか８人が乗り組み、八戸港北東方沖において、船長

が船橋で単独で操船を行い、船首側から風を受けて船尾側から潮の流

れを受ける状況下、プロペラ翼のピッチ角を約１°～２°として微速

力で前進しながら、船尾の開口部から底引き網の揚網作業中、推進器

に網が絡まって主機が急停止した。 

本船は、船長が、推進器に網が絡まったことに気付き、自力での航

行ができなかったので僚船に救助を求め、来援した僚船にえい
．．

航され

て八戸港に着岸した。 

本船は、ふだん、網が弛
たる

まないよう機関を後進にかけて緊張状態を

保ちながら、揚網作業を行っていた。 

分析 本船は、揚網作業中、船首側から風を受けて船尾側から潮の流れを

受ける状況下、推進器に網が絡んだことから、主機の運転ができなく

なり、運航不能になったものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、揚網作業中、船首側から風を受けて船

尾側から潮の流れを受ける状況下、推進器に網が絡んだため、主機の

運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・機関を使用しながら揚網作業する場合には、漁網などの状況を確

認すること。 

 


